
公益社団法人 不動産保証協会 

報告事項４．令和８年度 事業活動計画に関する件 

 

令和８年度 静岡県本部 事業活動計画書 

 
自 令和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

至 令和 ９ 年 ３ 月３１日 

 

Ⅰ 公益目的事業の実施 

１．宅地建物取引業に係る取引に関する紛争を解決する事業 

 

○苦情の解決業務 
 

宅地建物取引業法第６４条の３並びに第６４条の５に基づく苦情の解決業務を確実に

実施し、会員が取り扱った宅地建物取引業に関する取引に対する一般消費者等からの苦

情申出について、取引相談委員会において迅速・適切な解決を図る。 
 

○弁済業務 
 

宅地建物取引業法第６４条の３並びに第６４条の８に基づく弁済業務を適正かつ確実

に実施し、会員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債

権に関し、取引相談委員会を開催し、認証上申審査を行い迅速な処理に努める。 
 

○求償業務 
 

総本部と連携強化を図り、求償債務者に対する資産調査・情報収集等を行い求償債務

者の状況に応じた活動により、効率的な求償債権の回収に努める。 

 
 

２．宅地建物取引業に関する研修事業 

○教育研修（法定研修）業務 
 

宅地建物取引業法第６４条の３並びに第６４条の６に基づき、会員その他の宅地建物

取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、宅地建物取引業に必要な知識

及び能力についての研修を実施し、宅地建物取引に関する紛争を未然に予防し、もって、

消費者の利益を保護するとともに宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正を確保する

ため、研修会実施要綱に基づき研修会を実施する。 
また、会員の利便性と受講率向上を図るため、ｅラーニングを活用した研修会を併せ

て実施する。 
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３．その他宅地建物取引業に係る取引に関する紛争の予防又は解決に資する事業 

 

○手付金等保管事業 
 

宅地建物取引業法第６４条の３第２項の規定に基づき、手付金等保管事業の適正かつ

確実な実施を図るとともに当制度のＰＲ及び普及啓蒙を行う。 
 

○手付金保証業務 
 

宅地建物取引業法第６４条の３第３項の規定に基づき、一般消費者等の利益の保護を

目的として、手付金保証業務の適切かつ確実な実施を図るとともに当制度のＰＲ及び普

及啓蒙を行う。 
 

○一般保証業務 
 

宅地建物取引業法第６４条の３第２項第１号の規定に基づき、一般消費者等の利益の

保護を目的として、業界唯一の制度として、一般保証業務の適切かつ確実な実施を図る

とともに当制度のＰＲ及び普及啓蒙を行う。 

 

 

Ⅱ その他の活動事業の実施 

○広報関係業務 
 

公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部と連携し、業界の情報提供および広報活動

の充実を図るため、「全日静岡速報」の発行や、ホームページの維持管理及び機能追加を

通じた会員向けサービス、コンテンツの充実等に協力する。 
  

○組織活動の充実強化 
 

令和８年度正会員の入会目標数は下記のとおりとし、入会にあたっては公正な入会審査

を行い、優良会員の加入促進に努める。 

 
 
 

 

 
 

○総務関係業務 
 

諸会議の開催計画 
第５４回定時総会  年１回 理事会       年４回 
常務理事会       適 宜 
各種委員会      適 宜 

監査会       年２回

 入会目標数 予算上の算定数 
主たる事務所 ３８社 ３８社 
従たる事務所 -ヶ所 -ヶ所 
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